
「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終報告書の報告書の概要①概要①

○ 政府は、業務・システムの最適化に取り組み、相応の成果を上げているが、全体最適化の取組は不十分

＜検討の背景、目的＞

別添２

政府共通プ ト ム 役割及び効果

○ 政府は、業務 シ テ の最適化に取り組み、相応の成果を げて るが、全体最適化の取組は不十分

○ 政府情報システムの更なる全体最適化を推進すべく、政府情報システムの統合・集約化の基盤として、「政府共通

プラットフォーム（※PF）」を構築し、システムの開発・管理運用の効率化、安全性・信頼性の向上等を推進するとともに、

データ連携の基盤として、業務見直し（BPR）の促進、国民等利用者の利便性向上等を図る。

１ 政府共通プラットフォームの役割及び効果
○ 仮想化技術を活用したハードウェアの共用

⇒ サーバマシン等の台数削減

※ 仮想化技術を活用し、複数のシステム間で柔軟かつ効率的にCPUを共有することにより、ピーク時に必要となる

処理能力を担保しつつ 平均CPU使用率を引き上げることが可能処理能力を担保しつつ、平均CPU使用率を引き上げることが可能

○ ＯＳ・ミドルウェア等の基盤ソフトウェアの共通化

⇒ システム動作環境の標準化、ライセンス一括購入等による経費削減

○ 運用管理の一元化

⇒ 運用管理業務負担の軽減 運用管理サーバの削減 外部委託システム運用要員の削減⇒ 運用管理業務負担の軽減､運用管理サーバの削減､外部委託システム運用要員の削減

○ 共通的なアプリケーション機能の統一化

⇒ システム開発経費削減、共通的業務フローによる業務の標準化 等

（政府共通プラットフォームの構成要素） （統合・集約化のイメージ）
個別アプリケーション 【各システム個別に整備】 【政府共通ＰＦで統合 集約化】
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【各システム個別に整備】 【政府共通ＰＦで統合・集約化】
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サーバ台数：２台、物理CPU数：４個

• 各アプリケーションにCPUを論理的に割当て。

• 仮想化ソフトウェアが、各物理CPUを一体のものと

して扱うことで 効率的にCPUリソ スを配分

• 各アプリケーションごとに物理CPUを保持。

• CPU性能について、ピーク時への備えも考

慮する必要があること等から 平均CPU使用
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1個別アプリケーションまたは府省共通システム政府共通プラットフォームの構成要素
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して扱うことで、効率的にCPUリソースを配分。

• 各アプリケーションに割り当てるCPUの合計数を物

理CPUの合計数以上に設定可能。

• 上記により柔軟かつ効率的にCPUリソースを共有す

ることで、システムの安定稼動を確保しつつ、平均

CPU使用率を60％程度まで上げることが可能。

• また、平均CPU使用率を大幅に上回るピーク時にお

いても、共有しているCPU全体で対応することが可能。

慮する必要があること等から、平均CPU使用

率は10～30％程度にとどまっている状況。



「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終報告書の報告書の概要②概要②

政府情報システムの全体最適化をより強力に推進するため、ＰＦを

２ 政府共通プラットフォームの活用の方向性 ３ 政府共通プラットフォームを活用したデータ連携

データ連携の類型ごとに ニーズ等を把握・分析の上 技術的政府情報システムの全体最適化をより強力に推進するため、ＰＦ
活用し、より多くの政府情報システムの統合・集約化を目指すべき。

デ タ連携の類型ごとに、ニ ズ等を把握・分析の上、技術的

実現方策、課題等を整理。まずは、「行政内部業務等情報の共

同利用」の早期実現に向けた取組を推進。

その際、共通的な機能、アプリケーション等の整備・運用は、

ＰＦが一元的に担っていく方向で検討。

政府情報システムの全体最適化をより強力に推進するため、ＰＦ

を活用し、より多くの政府情報システムの統合・集約化を目指す。

特に、以下のような基準に合致するシステムは、優先的に統合・

集約化を検討すべき（※1）。

○ 特定の技術・動作環境に依存しないもの

（政府情報システムの類型化イメージ）

（本研究会における「データ連携」の類型）
○ 極めて高い可用性が求められないもの
○ 統合・集約化に当たって大規模な構成変更等が求められないもの
○ ＰＦのセキュリティ要件で十分なもの
○ 民間クラウドサービスの活用が適当ではないと考えられるもの（※2）

（政府情報システムの類型化イメ ジ）

全政府情報システム

統合・集約化に馴染
まないシステム

統合・集約化を進めるべきシステム

＜データ連携の実現に向けた主な課題＞

○ 政府情報システム間でデータ連携を可能とするためには

優先順位付け

民間クラウドサービスの活用
を視野に入れるべきシステム

※1 上記を踏まえると、レガシーシステム、99.99％を超える稼働率が求められるシステム、地方拠
点ごとにサーバを分散配置したシステム、高度な機密性が求められるシステム等については、ＰＦ

に統合・集約化するに当たり、費用対効果等を含め個別の検証が必要。

※2 民間クラウドサービス（注）の利用に当たっては、当該システムに求められるセキュリティレベ

ル、業務継続性レベル等と当該民間クラウドサービスの提供レベル等を十分勘案の上、総合的に

判断することが必要。

（注） 般的に 初期投資を要することなく 従量制課金モデルで利用することが

○ 政府情報システム間でデータ連携を可能とするためには

フォーマット、コード等のデータ標準化が必要。

○ 重点７１手続の添付書類のうち国発行のものは約16％にと

どまり、その他は地方自治体、民間機関等発行のもの。

○ 複数の行政情報を紐付ける識別子が必要。まずは、政府部
（注） 一般的に、初期投資を要することなく、従量制課金モデルで利用することが

可能で、短期間でのシステムサービス提供が可能。 内における社会保障・税共通の番号制度の検討の動向を注視。

４ 全体最適化の更なる推進に向けて
○ ＰＦによる統合・集約化に当たっては、各システムの実態調査、費用対効果の検証が必要。

○ ＰＦ構築に向け 関係府省間における連携 調整の場など推進体制の整備が必要
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○ ＰＦ構築に向け、関係府省間における連携・調整の場など推進体制の整備が必要。

○ まずは業務そのものの見直しを優先して実施した上で、その後の更なるシステム改革のツールとしてＰＦを活用していくことが基本。

○ データ連携のうち、「国民・企業等情報の相互利用」実現のためには、国の行政機関のみならず、地方公共団体、民間企業等によ

る相互に連携した取組が必要。


